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駐車場の増加・散在による影響
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○地方都市では、敷地を駐車場として活用することも多く、乱立することにより、駐車場が占める
面積が大きくなっている例が見られる。

○駐車場が散在することにより、出入口付近での自動車と歩行者との交錯による事故発生リスク
や、街並み（景観）の分断などの課題も発生。
→地域のまちづくりの方針にも沿った、駐車場の配置適正化が必要。

【出典】国土地理院ウェブサイト

駅周辺に多くの駐車場が存在

街並みの分断

歩道の分断



：路外駐車場

：集約駐車施設

〈凡 例〉

：路外駐車場の配置の適正化

：附置義務駐車施設の集約化

まちづくりと連携した駐車場施策により、歩行者中心の街路空間の構築、
街並みの連続性確保、賑わいや都市の魅力の創出を実現

まちなかの路外駐車場の適正配置、都市の周縁部への集約化
＋

公共交通の利用環境の充実、自転車利用者・歩行者環境の整備

集約化

荷さばきを含め
自動車は他の通り

を利用

P
P×

駐車場の配置適正化
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○附置義務駐車場の原単位の見直し ＜地区別、用途別等で原単位を見直し＞
○地域ルールの策定 ＜地域の特性に応じた特別なルールの導入、駐車場の集約整備＞
○都市再生駐車施設配置計画制度等を通じた附置義務駐車場の適正化

まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（基本編）

・ 適切な駐車場の整備が必要な地域がなお存在する一方、過剰な供給が生ず地域もあるなど、様々な現状。
・ 特に、公共交通機関のアクセスが優れる大都市等においては、附置義務駐車場の利用率の低下が見られる。
・ また、地方都市では、駐車場の過剰な供給が、まちの魅力の低下、市街地への投資減退を起こすという、
「負のスパイラル」の懸念。

１．駐車場施策に関する現状と課題

駐車場供用台数が伸びる中、自動車保有台数は鈍化する等、駐車場施策は転換期

・ 適正な需要に見合った、量的なコントロールが必要。また、総量のみならず、荷さばきや自動二輪車等、用途別
の適正化も重要。

・ 公共交通機関の利便性の向上等、駐車場の需要の適正化も重要。
・ 都市空間の魅力減退、市街地の空洞化等に対して、駐車場の位置・配置など「質」的なコントロールが重要。

２．駐車場施策の基本的考え方

量的、質的な観点から、まちづくりの一環として駐車場施策に取り組むべき

３．駐車場の量的供給の適正化

きめ細かく需給量を把握 将来の需給バランスを予測

駐車場の供給量を適正化
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○ 駐車場のあり方・施策の検討に際して、まず、自らの都市
が目指すべき将来の都市像を明確化

まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（基本編）

４．まちづくりと連携した駐車場施策

１ 目指すべき都市像
○ 来訪者が安心して快適に移動できるよう、歩行者優先エリ
アを設定し、歩行者中心の賑わいある街路空間を構築

２ 歩行者中心の街路空間を構築すべきエリア

○ 歩行者中心の街路空間とする、トランジットモール化する
等、それぞれの街路ごとに「性格づけ」

３ 街路ごとの「性格づけ」
○ 土地利用、交通、社会経済動向のみならず、民間活動等
の実施状況など、様々なデータを取得し、分析

４ 多角的な状況分析に基づく検討

○ 附置義務に係る「地域ルール」の活用 ○ フリンジ駐車場への集約化
○ 様々な土地利用施策等との連携を通じた駐車場の立地誘導、出入口のコントロール等

５ 駐車場の配置の適正化

○ 行政が計画に基づき街路空間を構築、民間事業者の建築等を誘導する＜計画論的アプローチ＞とともに、近年、民間による個
別の自発的なイベント・まちづくり活動の積み重ねにより、街路空間のあり方を変えていく＜民間主導アプローチ＞の動きも。

○ 地区レベルのスケールで民間と公共が議論し、地区のあり方（地区ビジョン）を公共・民間が共有する仕組みを導入

６ 歩行者中心の街路空間の構築に向けた様々なアプローチ

○ 継続利用か、他用途へ転換か、既存駐車場は検証。
○ 良質な駐車場ストックは有効活用しつつ課題対応
○ 有用性が少ないものは、利用転換を誘導

７ 駐車場の有用性の検証
○ 有用性が少ないと評価された駐車場は、市街地における
貴重な空間として、まちの賑わい創出に活用する等、土地
利用転換を誘導

８ 駐車場の土地利用転換・利活用の促進

○ 附置義務駐車場制度の緩和・隔地駐車場 ○立地・出入口コントロール ○駐車場の再配置（リロケーション）
○ 民間によるまちづくりの取り組みとの連携（社会実験ほかスタートアップへの支援） 等

５．駐車場の配置の適正化に資する仕組み

６．駐車場の多様なニーズへの対応 ７．荷さばき・自動二輪駐車場等への対応
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2-1 大都市圏都心部における附置義務基準からの削減率の考え方
2-2 大店立地法で定められた台数との整合性について
2-3 地域ルール等の検討・運用における具体的な検討の進め方・プロセス
2-4 地域ルール等の検討・運用における関係者の取扱いについて

○ 駐車場の需要分析において、“駐車目的”を
把握することが重要。

○ 駐車目的を把握するための方法として、PT
調査や駐車場の入出庫データ等を活用した
様々な分析手法を紹介。

○ 駐車場の需要分析において、“駐車目的”を
把握することが重要。

○ 駐車目的を把握するための方法として、PT
調査や駐車場の入出庫データ等を活用した
様々な分析手法を紹介。

1-1 駐車目的把握の重要性
1-2 駐車目的を把握するための方法
1-3 駐車目的地側の重要性について
1-4 駐車需要の日変動に関する考え方について

まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン（実践編-調査・分析）

１．需給状況の把握方法について

２. 供給量の適正化に向けて

3-1 駐車料金による誘導の考え方について
3-2 駐車需要の誘導のための留意点について

３. 需要量の適正化に向けて

4-1 公営駐車場等の経営について
4-2 まちのにぎわいづくりと併せた駐車場経営について

４. まちづくりと連携した駐車場施策に向けて

○ 公共交通が発達した都心部のエリアでは、
駐車場の余剰が発生。

○ こうしたエリアにおいては、地域ルールを活
用する等、地域特性に応じた附置義務の適正
化を図ることが望ましい。

○ 公共交通が発達した都心部のエリアでは、
駐車場の余剰が発生。

○ こうしたエリアにおいては、地域ルールを活
用する等、地域特性に応じた附置義務の適正
化を図ることが望ましい。

○ 利用する駐車場を選択する際には、目的地
までの距離や駐車時間による影響が大きい。

○ 駐車需要を誘導するためには、駐車料金に
よる誘導以外にもモビリティ・マネジメント等を
活用し、駐車目的に即した対応を行うことが
望ましい。

○ 利用する駐車場を選択する際には、目的地
までの距離や駐車時間による影響が大きい。

○ 駐車需要を誘導するためには、駐車料金に
よる誘導以外にもモビリティ・マネジメント等を
活用し、駐車目的に即した対応を行うことが
望ましい。

○ 経営状況が悪化している公営駐車場におい
ては、IT技術等を活用した運営の効率化や弾
力的な料金制度の導入等の改善方策が有効。

○ また、まちなかの賑わい創出を目的とした各
種イベントを活用する等、駐車場の利用増加に
向けた施策も有効。

○ 経営状況が悪化している公営駐車場におい
ては、IT技術等を活用した運営の効率化や弾
力的な料金制度の導入等の改善方策が有効。

○ また、まちなかの賑わい創出を目的とした各
種イベントを活用する等、駐車場の利用増加に
向けた施策も有効。
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○市町村長への届出・・・§１０６①
・ 特定路外駐車場を設置しようとする者
・ 設置に着手する３０日前までに届出

○勧告・・・§１０６③
・ 届出の内容が基準に適合しない場合
・ 市町村長は設置者に対して必要に応じて勧告
（出入口の設置箇所・構造の変更、誘導員の配置等）

特定路外駐車場
(条例で定める一定規模以上の路外駐車場)

集約駐車施設
○附置義務駐車施設の集約化・・・§１０７
条例により集約駐車施設等への駐車施設の設置を
義務付け

＜路外駐車場＞ ＜附置義務駐車施設＞

駐車場法（現行）

条例に基づき当該建築物の
敷地内に駐車施設を設置

３パターンの条例が制定可能に。
①集約駐車施設内に設置させる
②建築物の敷地内に設置させる
③①か②のどちらかに設置させる

駐車場法の特例

集約駐車施設

○駐車場配置適正化区域（都市機能誘導区域内）・・・§８１⑤１
歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための駐車場の配置の適正化を図るべき区域

立地適正化計画（市町村が策定）

○路外駐車場配置等基準・・・ §８１⑤２
路外駐車場の配置及び規模の基準
（例）・ 歩行者交通量の多い道路に面して出入り口を

設けないこと
・ 道路から個々の駐車マスへの直接の出入りが
されないよう出入り口の集約を行うこと

○集約駐車施設の位置及び規模・・・ §８１⑤３

集約駐車施設の位置及び規模に関する事項
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駐車場の配置適正化に向けた制度 –都市再生特措法 立地適正化計画-



計画区域

D

制度活用前
（原則、建物単位で設置）

制度活用後

新たな駐車場の
建設が不要に

（新たな都市開発事業）
（例）延べ床面積250㎡

ごとに１台
（東京23区内商業地域での
特定用途の建築物）

○協議会で下記の内容の計画を作成
・附置義務台数を低減等
・駐車場の配置を柔軟化

A B

Dの附置義務駐車場
として活用可能に

備蓄用倉庫や荷さばき駐車場
として活用可能に

C

○都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成30年法律第22号）により創設 【第19条の13、第19条の14】

○都市再生緊急整備地域において、都市再生緊急整備協議会が一定の区域において、附置義務駐車場の台数と配置
に関する計画を定める。

○条例による一律的規制内容は適用されず、計画に即して駐車場を設けることで足りる。（条例に計画に即して駐車場を
設ける旨が定められていることが必要。）。

○「都市再生駐車施設配置計画の作成と運用に関する手引き」を公表（平成30年7月）

都市再生駐車施設配置計画制度のイメージ
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「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出による「魅力的なまちづくり」

［予算］官民連携によるまちづくり計画の策定等を支援

・市町村都市再生協議会*の構成員として、官民の多様な関係者を追加することを可能に*
（まちづくりの主体である市町村等が、地域の実情に応じ、どのような者を構成員として追加するかを判断）

市町村
都市再生協議会

市町村

公共交通事業者

公安委員会

都市開発
事業者

公共施設管理者

都市再生
推進法人 まちづくり会社

＊都市再生推進法人：NPO、まちづくり会社等の地域における
まちづくり活動を行う法人（市町村が指定）

・駐車場の出入
口の設置を制
限（メインスト
リート側ではなく
裏道側に駐車
場の出入口を
設置）

・イベント実施時などに都市再生推進法人が
道路・公園の占用手続を一括して対応

計画に基づく「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出

民官
街路等の公共空間の改変 オープンスペースの提供・利活用

民間
空地

広場

建物低層部

街路

公園

［予算］交付金等による支援

・市町村等によ
る歩行者滞在
空間の創出
（街路の広
場化等）

・民間事業者が
公園管理者と
締結する協定
に基づき、公園
内にカフェ・売店
等を設置

［金融］低利貸付による支援

・民間事業者による
民地部分のオープン
スペース化（①）や
建物低層部のガラス
張り化等（②）

［税制］固定資産税の軽減

［予算］補助金による支援

１

２

＊市町村都市再生協議会：都市再生整備計画（市町村が作成するまちづくりのための計画）
の策定・実施等に関し必要な協議を行う場

・都市再生推進法人*がまちづくり活動の一環として
ベンチの設置、植栽等を実施

・都市再生整備計画に基づく「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくり
のための取組を、法律・予算・税制等のパッケージにより支援

「居心地が良く歩きたくなる」まちなかづくりに向けた計画の策定・共有

・市町村が都市再生整備計画を策定し、官民一体で行う「居心地が良く歩きたくなる」
まちなかづくりのための取組を位置付け

都市再生整備計画
の策定（市町村）

都市再生機構

密接な関係を
有する者 ※
密接な関係を
有する者 ※

※ 商工会議所、社会福祉協議会等の様々な者を、
地域の実情に応じ追加することが可能

①：協議会を組織できる者
②：①の者が必要があると認める場合に、協議会構成員に追加することができる者

（下線：新たに明記）

＊協議会構成員に追加することができる者として、公共交通事業者、公共施設管理者、公安委員会
その他まちづくり計画に密接な関係を有する者を明記

滞在快適性等向上区域

【都市再生特別措置法】

一体型滞在快適性等向上事業
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駐車場出入口の設置制限・配置適正化 -路外駐車場-

まちなかの路外駐車場の面的な配置適正化

まちなかのメインストリート等における
路外駐車場の出入口規制

滞在快適性等向上区域

駐車場出入口制限道路

Photo by Norihito Yamauchi
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○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在
快適性等向上区域）において、メインストリートなどの交流・滞在
空間として重要な道路を「駐車場出入口制限道路」に指定し、路
外駐車場からの自動車の出入りを抑制。

○ 歩行者の安全性・快適性が向上。沿道のオープンスペースでの交
流・滞在や様々なイベント等の実施がしやすい公共空間を形成。

○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域
（滞在快適性等向上区域）において、予め定めた基準に
基づき路外駐車場の設置を誘導する等、まちなかの路外
駐車場の配置を適正化。

○ フリンジ駐車場の設置による区域内への自動車流入の抑
制、自動車と歩行者の動線の分離等により、安全・快適で
歩きやすいまちなかを形成。



駐車場出入口の設置制限・集約化 -附置義務駐車施設-

まちなかのメインストリート等における
附置義務駐車施設の出入口規制

○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在
快適性等向上区域）において、メインストリートなどの交流・滞在空
間として重要な道路を「駐車場出入口制限道路」に指定し、附置
義務条例で定める規模以上の附置義務駐車施設からの自動車の
出入りを抑制。

○ 歩行者の安全性・快適性が向上。沿道のオープンスペースでの交
流・滞在や様々なイベント等の実施がしやすい公共空間を形成。

附置義務駐車施設の集約化
○ 「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの形成を目指す区域（滞在快適性等向

上区域）において、附置義務駐車施設を集約化することにより、安全・快適で
歩きやすいまちなかを形成。

駐車場法（現行）
条例に基づき当該
建築物の敷地内に
駐車施設を設置

３パターンの条例が制定可能に。
①集約駐車施設内に設置させる
②建築物の敷地内に設置させる
③①か②のどちらかに設置させる

駐車場法の特例

P

P

P

PP P

P

×

P ×
P

駐車場出入口制限道路

滞在快適性等向上区域

集約駐車施設

集約駐車施設

附置義務駐車施設

集約駐車施設
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